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地　　番 用　途 面　　　積　（㎡） 転用面積　（㎡） 転 用 予 定 日 備　　　　　　考

意　　　 見　 　　書
　記載の土地に係る農地法第　　　　　　　　　条の許可申請について、本土地改良区の意見は下記の通りです。

令 和　　　　年　　　　月　　　　日

安 積 疏 水 土 地 改 良 区

　 　理　事　長　　　國　　分　　周　　司

（ 土 地 明 細 書 ） 市 大字

字　　　　名 地 目 転　用　目　的



 ㊞

 ㊞

記

事　　　　　　　　　　　　　　項 土　 地 　改 　良 　区 　の 　主 　張 転　 用 　者 　側 　の 　主 　張

２．
転用組合員又は転用関係者の責
に帰すべき土地改良施設のき損の
復旧

１．
土地改良施設の利用を害さない 施設の利用に支障が有ると認められる場合は指示通り施工

ための工事施工 すること。

隣接地に用排水路が有る場合

宅地造成の際、 土砂の流入防止を計り、 かつ、 現断面を

保持し、 通水に支障なき様な施設（護岸コンクリート又は

３． 汚濁物の水路への流入防止
汚濁物の有る場合は流入防止の施設を設置し、汚水は浄化

すること。

４．
土地改良区の事業に支障を生ずる
事項について必要な措置

一時決済をすること。

５．

　上 記 の と お り 了 解 す る。 

転 用 組 合 員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

転 用 関 係 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

き損のおそれの有る場合は指示通り復旧すること。

石積工事等 ）を施工すること。

６．


